
新旧対照表 

【特例輸入者の承認要件等の審査要領について（平成 19 年 3 月 31 日財関第 418 号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1  

改正後 改正前 

特例輸入者の承認要件等の審査要領について 

 

記 

  

１及び２（省略） 

 

３ 業務遂行能力等に関する審査 

特例輸入者等の申請者に係る業務遂行能力等（法第７条の５第２号、法

第 51 条第２号（法第 62条において準用する場合を含む。）、法第 63 条の４

第２号、法第 67条の６第２号、法第 67 条の 13 第３項第２号イ、ロ及び同

項第３号ロ並びに法第 79 条第３項第２号に掲げる事項をいう。）に関する

審査は、次による。 

 ⑴ （省略） 

⑵ 特例輸入者等に係る業務を適正に遂行する能力  

  申請者に係る業務遂行能力等のうち、特例輸入者等がその業務を適正

かつ確実に遂行する能力を有していることの意義は、次による。 

  ①～③ （省略） 

④ 認定通関業者の場合 

申請者が輸出及び輸入に関する業務を財務省令で定める基準に従っ

て遂行することができる能力を有していることとは、申請者における

税関手続に関する知識及び経験が十分であるとともに、通関手続に係

る貨物の確認等のための体制が十分に整備されていると認められるこ

とをいうものとし、当該能力を有しているか否かについては、これら

の知識及び経験並びに貨物の確認等のための体制の状況を総合的に勘

案して判断するものとする。 

なお、申請者が次のいずれかに該当する者である場合には、法第 79

条第３項第２号の規定に適合しないものとして取り扱うこととなるの

で留意する。 

イ 通関業法第 33 条の２の規定により、業務の運営の改善に必要な措

置をとるべきことを命じられた者であって、当該措置がとられてい

ないと判断される者であること。 

   ロ （省略） 

   ハ 上記イ及びロに該当することが見込まれる者であること。 

特例輸入者の承認要件等の審査要領について 

 

記 

 

１及び２ （同左） 

 

３ 業務遂行能力等に関する審査 

特例輸入者等の申請者に係る業務遂行能力等（法第７条の５第２号、法

第 51 条第２号（法第 62条において準用する場合を含む。）、法第 63 条の４

第２号、法第 67条の６第２号、法第 67 条の 13 第３項第２号イ、ロ及び同

項第３号ロ並びに法第 79 条第３項第２号に掲げる事項をいう。）に関する

審査は、次による。 

 ⑴ （同左） 

⑵ 特例輸入者等に係る業務を適正に遂行する能力  

  申請者に係る業務遂行能力等のうち、特例輸入者等がその業務を適正

かつ確実に遂行する能力を有していることの意義は、次による。 

  ①～③ （同左） 

④ 認定通関業者の場合 

申請者が輸出及び輸入に関する業務を財務省令で定める基準に従っ

て遂行することができる能力を有していることとは、申請者における

税関手続に関する知識及び経験が十分であるとともに、通関手続に係

る貨物の確認等のための体制が十分に整備されていると認められるこ

とをいうものとし、当該能力を有しているか否かについては、これら

の知識及び経験並びに貨物の確認等のための体制の状況を総合的に勘

案して判断するものとする。 

なお、申請者が次のいずれかに該当する者である場合には、法第 79

条第３項第２号の規定に適合しないものとして取り扱うこととなるの

で留意する。 

 

 

 

イ （同左） 

ロ 上記イに該当することが見込まれる者であること。 
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 2  

改正後 改正前 

 

４ （省略） 

 

５ 業務遂行能力及び法令遵守規則等に関する確認 

申請者が、上記３に規定する業務遂行能力等を有しているか並びに上記

４に規定する法令遵守規則等の内容を適正に履行するための体制及び手順

を整備しているか等については、申請者から提出された資料等を審査する

ほか、申請者が行う業務に係る関係施設等を実地にて確認するものとす

る。 

また、特例輸入者等の承認又は認定後においても、上記３及び４の状況

を実地にて確認する（以下「事後監査」という。）。 

なお、上記の事後監査の実施にあたっては、特例輸入者等が自ら実施し

た監査の結果及び事故等が発生した場合の再発防止策の税関への報告、並

びに承認内容又は認定内容の変更手続等により、税関に提供された情報を

踏まえて、実施時期や監査の内容等を検討した上で実施するものとする。 

 

６ （省略） 

 

７ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ （同左） 

 

６ （同左） 
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 3  

改正後 改正前 

別紙１ 

 

法令遵守規則・実施規則の記載内容及び内部体制等に関する審査事項一覧表 

（特例輸入者・特定輸出者・認定製造者用） 

 

１ （省略） 

 

２ 各部門の業務内容等に関する事項 

⑴ （省略） 

⑵ 事業部門 

（省略） 

② 各事業部門は、特例輸入関連業務、特定輸出関連業務又は特定製造

貨物管理業務を適正に遂行するために必要な次に掲げる措置を講じて

いるか。 

イ～ニ （省略） 

 

ホ （省略） 

ヘ （省略） 

ト （省略） 

（注） （省略） 

 

３ （省略） 

 

４ 貨物のセキュリティの履行に関する事項 

（省略） 

④ 管理対象貨物の蔵置場所において、貨物の管理のために必要な限度

において、以下の措置が講じられているか。 

イ～ハ （省略） 

ニ コンテナーの安全な保管及び異常の有無等を確認するための措置 

ホ （省略） 

ヘ （省略） 

（省略） 

⑥ 情報セキュリティについて、以下の措置が講じられているか 

別紙１ 

 

法令遵守規則・実施規則の記載内容及び内部体制等に関する審査事項一覧表 

（特例輸入者・特定輸出者・認定製造者用） 

 

１ （同左） 

 

２ 各部門の業務内容等に関する事項 

⑴ （同左） 

⑵ 事業部門 

（同左） 

② 各事業部門は、特例輸入関連業務、特定輸出関連業務又は特定製造

貨物管理業務を適正に遂行するために必要な次に掲げる措置を講じて

いるか。 

イ～ニ （同左） 

ホ 当該事業部門の業務に関する法令審査体制の整備 

ヘ （同左） 

ト （同左） 

チ （同左） 

（注） （同左） 

 

３ （同左） 

 

４ 貨物のセキュリティの履行に関する事項 

（同左） 

④ 管理対象貨物の蔵置場所において、貨物の管理のために必要な限度

において、以下の措置が講じられているか。 

イ～ハ （同左） 

 

ニ （同左） 

ホ （同左） 

（同左） 
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 4  

改正後 改正前 

イ ＩＤ及びパスワードによる認証などのアクセス制限 

ロ 部外者からの不正なアクセスを防止するための必要な措置 

ハ データバックアップなどのデータの消失対策 

 

５ （省略） 

 

６ 他法令の遵守規則に関する事項 

① 他法令の遵守規則が定められている場合（特例輸入関連業務、特定

輸出関連業務又は特定製造貨物管理業務の全部又は一部を他の者に委

託している場合で、当該委託を受けた者が他法令の遵守規則を定めて

いる場合を含む。下記②及び③において同じ。）に、その名称及び目的

が明記されているか。 

（省略） 

③ 他法令の遵守規則の内容を適正に履行しているか。 

 

７ （省略） 

 

８ 税関との連絡体制に関する事項 

（省略） 

② 次に掲げる場合に、直ちに税関へ連絡する手順及び体制が整えられ

ているか。 

イ及びロ （省略） 

ハ 特例輸入関連業務、特定輸出関連業務又は特定製造貨物管理業務

若しくは特定製造貨物輸出申告に関して、不審な点、不審な情報が

あった場合。 

ニ （省略） 

ホ （省略） 

 

９～11 （省略） 

 

12 教育及び研修に関する事項 

○ 特例輸入関連業務、特定輸出関連業務又は特定製造貨物管理業務に

関する教育及び研修に関し、次に掲げる措置が講じられているか。 

 

 

 

  

５ （同左） 

 

６ 他法令の遵守規則に関する事項 

① 他法令の遵守規則が定められている場合（特例輸入関連業務、特定

輸出関連業務又は特定製造貨物管理業務の全部又は一部を他の者に委

託している場合で、当該委託を受けた者が他法令の遵守規則を定めて

いる場合を含む。下記②において同じ。）に、その名称及び目的が明記

されているか。 

（同左） 

 

 

７ （同左） 

 

８ 税関との連絡体制に関する事項 

（同左） 

② 次に掲げる場合に、直ちに税関へ連絡する手順及び体制が整えられ

ているか。 

イ及びロ （同左） 

 

 

 

ハ （同左） 

ニ （同左） 

 

９～11 （同左） 

 

12 教育及び研修に関する事項 

○ 特例輸入関連業務、特定輸出関連業務又は特定製造貨物管理業務に

関する教育及び研修に関し、次に掲げる措置が講じられているか。 



新旧対照表 
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 5  

改正後 改正前 

イ～ハ （省略） 

（注１） （省略） 

（注２）教育及び研修は、全役員及び全従業員に対して実施することが

望ましい。ただし、役職及び業務に応じた内容で差し支えない。 

 

13 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ～ハ （同左） 

（注） （同左） 

 

 

 

13 （同左） 
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 6  

改正後 改正前 

別紙２ 

 

法令遵守規則の記載内容及び内部体制等に関する審査事項一覧表 

（特定保税承認者・特定保税運送者・認定通関業者用） 

 

１ （省略） 

 

２ 各部門の業務内容等に関する事項 

⑴ （省略） 

⑵ 事業部門 

（省略） 

② 各事業部門は、関係業務を適正に遂行するために必要な次に掲げる

措置を講じているか。 

イ～ニ （省略） 

 

ホ （省略） 

ヘ （省略） 

ト （省略） 

（注） （省略） 

 

３ （省略） 

 

４ 貨物のセキュリティの履行に関する事項 

（省略） 

③ 貨物の蔵置場所において、貨物の管理のために必要な限度におい

て、以下の措置が講じられているか（認定通関業者の認定申請におけ

る審査の場合を除き、特定保税運送者の承認申請における審査の場合

には、運送途上において貨物の積み替え等を行う施設に限る。）。 

イ～ハ （省略） 

ニ コンテナーの安全な保管及び異常の有無等を確認するための措置 

ホ （省略） 

ヘ （省略） 

（省略） 

別紙２ 

 

法令遵守規則の記載内容及び内部体制等に関する審査事項一覧表 

（特定保税承認者・特定保税運送者・認定通関業者用） 

 

１ （同左） 

 

２ 各部門の業務内容等に関する事項 

⑴ （同左） 

⑵ 事業部門 

（同左） 

② 各事業部門は、関係業務を適正に遂行するために必要な次に掲げる

措置を講じているか。 

イ～ニ （同左） 

ホ 当該事業部門の業務に関する法令審査体制の整備 

へ （同左） 

ト （同左） 

チ （同左） 

（注） （同左） 

 

３ （同左） 

 

４ 貨物のセキュリティの履行に関する事項 

（同左） 

③ 貨物の蔵置場所において、貨物の管理のために必要な限度におい

て、以下の措置が講じられているか（認定通関業者の認定申請におけ

る審査の場合を除き、特定保税運送者の承認申請における審査の場合

には、運送途上において貨物の積み替え等を行う施設に限る。）。 

イ～ハ （同左） 

 

ニ （同左） 

ホ （同左） 

（同左） 
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 7  

改正後 改正前 

⑧ 情報セキュリティについて、以下の措置が講じられているか 

イ ＩＤ及びパスワードによる認証などのアクセス制限 

ロ 部外者からの不正なアクセスを防止するための必要な措置 

ハ データバックアップなどのデータの消失対策 

 

５ （省略） 

 

６ 他法令の遵守規則に関する事項 

① 他法令の遵守規則が定められている場合（貨物管理業務の一部、特

定保税運送に関する業務等、国際運送貨物の運送若しくは管理に関す

る業務の一部又は輸出入関連業務の一部を他の者に委託している場合

で、当該委託を受けた者が他法令の遵守規則を定めている場合を含

む。下記②及び③において同じ。）に、その名称及び目的が明記されて

いるか。 

（省略） 

③ 他法令の遵守規則が適正に履行されているか。 

 

７ （省略） 

 

８ 税関との連絡体制に関する事項 

（省略） 

② 次に掲げる場合に、直ちに税関へ連絡する手順及び体制が整えられ

ているか。 

イ （省略） 

ロ 関係業務に関する貨物について、事故等が発生した場合。 

 

ハ 関係業務に関して、不審な点又は不審な情報があった場合。 

ニ （省略） 

ホ （省略） 

 

９～11 （省略） 

 

12 教育及び研修に関する事項 

 

 

 

 

 

５ （同左） 

 

６ 他法令の遵守規則に関する事項 

① 他法令の遵守規則が定められている場合（貨物管理業務の一部、特

定保税運送に関する業務等、国際運送貨物の運送若しくは管理に関す

る業務の一部又は輸出入関連業務の一部を他の者に委託している場合

で、当該委託を受けた者が他法令の遵守規則を定めている場合を含

む。下記②において同じ。）に、その名称及び目的が明記されている

か。 

（同左） 

 

 

７ （同左） 

 

８ 税関との連絡体制に関する事項 

（同左） 

② 次に掲げる場合に、直ちに税関へ連絡する手順及び体制が整えられ

ているか。 

イ （同左） 

ロ 関係業務に関する貨物について、事故等が発生した場合及び不審

な点又は不審な情報があった場合。 

 

ハ （同左） 

ニ （同左） 

 

９～11 （同左） 

 

12 教育及び研修に関する事項 
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 8  

改正後 改正前 

○ 関係業務に関する教育及び研修に関し、次に掲げる措置が講じられ

ているか。 

イ～ハ （省略） 

（注１） （省略） 

（注２）教育及び研修は、全役員及び全従業員に対して実施することが

望ましい。ただし、役職及び業務に応じた内容で差し支えない。 

 

13 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 関係業務に関する教育及び研修に関し、次に掲げる措置が講じられ

ているか。 

イ～ハ （同左） 

（注） （同左） 

 

 

 

13 （同左） 
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 9  

改正後 改正前 

〔別紙様式１〕 

 

法令遵守規則・実施規則の記載内容等に関するチェックシート 

 

 

 

 

 

 

 

１ （省略） 

 

２ 各部門の業務内容等に関する事項 

 ⑴ （省略） 

 ⑵ 事業部門 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

（省略） 

②  （省略） 

 （省略） 

 

 

 

 

 

 

  

ホ （省略） （省略）   

ヘ （省略） （省略）   

ト （省略） （省略）   

 

３ （省略） 

 

４ 貨物のセキュリティの履行に関する事項 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

（省略） 

□特例輸入者 

○○○社 □特定輸出者 

□認定製造者 

〔別紙様式１〕 

 

法令遵守規則・実施規則の記載内容等に関するチェックシート 

 

 

 

 

 

 

 

１ （同左） 

 

２ 各部門の業務内容等に関する事項 

 ⑴ （同左） 

 ⑵ 事業部門 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

（同左） 

②  （同左） 

 （同左） 

ホ 当該事業部門の業

務に関する法令審査

体制の整備 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

ヘ （同左） （同左）   

ト （同左） （同左）   

チ （同左） （同左）   

 

３ （同左） 

 

４ 貨物のセキュリティの履行に関する事項 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

（同左） 

□特例輸入者 

○○○社 □特定輸出者 

□認定製造者 



新旧対照表 

【特例輸入者の承認要件等の審査要領について（平成 19 年 3 月 31 日財関第 418 号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 10  

改正後 改正前 

④  （省略） 

 （省略） 

ニ コンテナーの安全

な保管及び異常の有

無等を確認するため

の措置 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

ホ （省略） （省略）   

ヘ （省略） （省略）   

 （省略）  

⑥ 

 

情報セキュリティについて、以下の措置が講じられているか 

 イ ＩＤ及びパスワー

ドによる認証などの

アクセス制限 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

ロ 部外者からの不正

なアクセスを防止す

るための必要な措置 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

ハ データバックアッ

プなどのデータの消

失対策 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

 

５ （省略） 

 

６ 他法令の遵守規則に関する事項 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

① 他法令の遵守規則が定め

られている場合（特例輸

入関連業務、特定輸出関

連業務又は特定製造貨物

管理業務の全部又は一部

を他の者に委託している

場合で、当該委託を受け

た者が他法令の遵守規則

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

④ （同左） 

 （同左） 

 

 

 

 

   

ニ （同左） （同左）   

ホ （同左） （同左）   

（同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ （同左） 

 

６ 他法令の遵守規則に関する事項 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

① 他法令の遵守規則が定め

られている場合（特例輸

入関連業務、特定輸出関

連業務又は特定製造貨物

管理業務の全部又は一部

を他の者に委託している

場合で、当該委任を受け

た者が他法令の遵守規則

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  



新旧対照表 

【特例輸入者の承認要件等の審査要領について（平成 19 年 3 月 31 日財関第 418 号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 11  

改正後 改正前 

を定めている場合を含

む。下記②及び③におい

て同じ。）に、その名称及

び目的が明記されている

か。 

（省略） 

③ 他法令の遵守規則が適正

に履行されているか。 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

 

７ （省略） 

 

８ 税関との連絡体制に関する事項 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

（省略） 

② 次に掲げる場合に、直ち

に税関へ連絡する手順及

び体制が整えられている

か。 

イ及びロ （省略） 

ハ  特例輸入関連業

務、特定輸出関連業

務又は特定製造貨物

管理業務若しくは特

定製造貨物輸出申告

に関して、不審な

点、不審な情報があ

った場合。 

ニ （省略） 

ホ （省略） 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

 

９～11 （省略） 

 

を定めている場合を含

む。下記②において同

じ。）に、その名称及び目

的が明記されているか。 

 

（同左） 

 

 

 

７ （同左） 

 

８ 税関との連絡体制に関する事項 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

（同左） 

② 次に掲げる場合に、直ち

に税関へ連絡する手順及

び体制が整えられている

か。 

イ及びロ （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ （同左） 

ニ （同左） 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

 

９～11 （同左） 

 



新旧対照表 

【特例輸入者の承認要件等の審査要領について（平成 19 年 3 月 31 日財関第 418 号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 12  

改正後 改正前 

12 教育及び研修に関する事項 

審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

特例輸入関連業務、特定輸出関連

業務又は特定製造貨物管理業務に

関する教育及び研修に関し、次に

掲げる措置が講じられているか。 

（注１） （省略） 

（注２）教育及び研修は、全役員

及び全従業員に対して実施するこ

とが望ましい。ただし、役職及び

業務に応じた内容としても差し支

えない 

   

 （省略） 

 

13 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 教育及び研修に関する事項 

審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

特例輸入関連業務、特定輸出関連

業務又は特定製造貨物管理業務に

関する教育及び研修に関し、次に

掲げる措置が講じられているか。 

（注） （同左） 

 

 

 

 

 

   

 （同左） 

 

13 （同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表 

【特例輸入者の承認要件等の審査要領について（平成 19 年 3 月 31 日財関第 418 号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 13  

改正後 改正前 

〔別紙様式２〕 

 

法令遵守規則の記載内容等に関するチェックシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ （省略） 

 

２ 各部門の業務内容等に関する事項 

 ⑴ （省略） 

 ⑵ 事業部門 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

（省略） 

②  （省略） 

 （省略） 

 

 

 

 

 

  

ホ （省略） （省略）   

ヘ （省略） （省略）   

ト （省略） （省略）   

 

３ （省略） 

 

 

 

特定保税承認者 

 □保税蔵置場 

 □保税工場 
○○○社 

□特定保税運送者 

□認定通関業者 

〔別紙様式２〕 

 

法令遵守規則の記載内容等に関するチェックシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ （同左） 

 

２ 各部門の業務内容等に関する事項 

 ⑴ （同左） 

 ⑵ 事業部門 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

（同左） 

②  （同左） 

 （同左） 

ホ 当該事業部門の業

務に関する法令審査

体制の整備 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

ヘ （同左） （同左）   

ト （同左） （同左）   

チ （同左） （同左）   

 

３ （同左） 

 

 

 

特定保税承認者 

 □保税蔵置場 

 □保税工場 
○○○社 

□特定保税運送者 

□認定通関業者 



新旧対照表 

【特例輸入者の承認要件等の審査要領について（平成 19 年 3 月 31 日財関第 418 号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 14  

改正後 改正前 

４ 貨物のセキュリティの履行に関する事項 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

（省略） 

③ （省略） 

 （省略） 

ニ コンテナーの安全

な保管及び異常の有

無等を確認するため

の措置 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

ホ （省略） （省略）   

ヘ （省略） （省略）   

 （省略）  

⑧ 情報セキュリティについて、以下の措置が講じられているか 

 イ ＩＤ及びパスワー

ドによる認証などの

アクセス制限 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

ロ 部外者からの不正

なアクセスを防止す

るための必要な措置 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

ハ データバックアッ

プなどのデータの消

失対策 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

 

５ （省略） 
  

６ 他法令の遵守規則に関する事項 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

① 他法令の遵守規則が定め

られている場合（貨物管

理業務の一部、特定保税

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 
  

４ 貨物のセキュリティの履行に関する事項 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

（同左） 

③ （同左） 

 （同左） 

 

 

 

 

   

ニ （同左） （同左）   

ホ （同左） （同左）   

（同左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ （同左） 
  

６ 他法令の遵守規則に関する事項 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

① 他法令の遵守規則が定め

られている場合（貨物管

理業務の一部、特定保税

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  



新旧対照表 

【特例輸入者の承認要件等の審査要領について（平成 19 年 3 月 31 日財関第 418 号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 15  

改正後 改正前 

運送に関する業務等、国 

際運送貨物の運送若しく

は管理に関する業務の一

部又は輸出入関連業務の

一部を他の者に委託して

いる場合で、当該委託を

受けた者が他法令の遵守

規則を定めている場合を

含む。下記②及び③にお

いて同じ。）に、その名称

及び目的が明記されてい

るか。 

（省略） 

③ 他法令の遵守規則が適正

に履行されているか。 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  

 

７ （省略） 

 

８ 税関との連絡体制に関する事項 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

（省略） 

② 次に掲げる場合に、直ち

に税関へ連絡する手順及

び体制が整えられている

か。 

イ （省略） 

ロ 関係業務に関する

貨物について、事故

等が発生した場合。 

 

 

 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 
  

運送に関する業務等、国

際運送貨物の運送若しく

は管理に関する業務の一

部又は輸出入関連業務の

一部を他の者に委託して

いる場合で、当該委任を

受けた者が他法令の遵守

規則を定めている場合を

含む。下記②において同

じ。）に、その名称及び目

的が明記されているか。 

 

（同左） 

 

 

 

７ （同左） 

 

８ 税関との連絡体制に関する事項 

No 審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

（同左） 

② 次に掲げる場合に、直ち

に税関へ連絡する手順及

び体制が整えられている

か。 

イ （同左） 

ロ 関係業務に関する

貨物について、事故

等が発生した場合及

び不審な点又は不審

な情報があった場

合。 

□ＹＥＳ 

□ＮＯ 

  



新旧対照表 

【特例輸入者の承認要件等の審査要領について（平成 19 年 3 月 31 日財関第 418 号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 16  

改正後 改正前 

ハ 関係業務に関し

て、不審な点又は不

審な情報があった場

合。 

ニ （省略） 

ホ （省略） 

 

９～11 （省略） 

 

12 教育及び研修に関する事項 

審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

関係業務に関する教育及び研修に

関し、次に掲げる措置が講じられ

ているか。 

（注１） （省略） 

（注２）教育及び研修は、全役員

及び全従業員に対して実施するこ

とが望ましい。ただし、役職及び

業務に応じた内容としても差し支

えない 

   

 （省略） 

 
13 （省略） 

 

 

 

 

ハ （同左） 

ニ （同左） 

 

９～11 （同左） 

 

12 教育及び研修に関する事項 

審査事項 
自己評価及び実施内容

（実施状況）等 

税関審査

欄 

関係業務に関する教育及び研修に

関し、次に掲げる措置が講じられ

ているか。 

（注） （同左） 

 

 

 

 

 

   

 （同左） 

 
13 （同左） 

 


